
 

 

相模原市監査委員公表第１６号  

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の３８第６項の規定により、令

和元年度及び令和５年度の包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨、市長から

通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

令和６年１０月３１日 

 

 

相模原市監査委員 髙 梨 邦 彦 

 

 

同        橋 本 愼 一 

 

 

同        関 根 雅吾郎 

 

 

同        大 槻 和 弘 

 

 



 

 

１ 特定の事件(令和元年度) 

委託に関する財務事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  平成３０年度に委託事業を実施している関係各課 

３ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

【電気計装設備更新委託(南清掃工

場)】 

 再々委託の状況把握について 

委託先は株式会社神鋼環境ソリュー

ションであるが、その一部は再委託さ

れている。また、この再委託業務の一

部は再々委託されている。市は再々委

託の契約金額を把握できていない。 

これは、株式会社神鋼環境ソリュー

ションから、再々委託業務は、「再委託

事業者からの発注となり、当社の所掌

外であること、再委託事業者から当社

への報告義務も無いこと」を理由とし

て、契約金額の提示がなかったためで

ある。 

再委託先のうち、株式会社ケイディ

ーエスと大勝電工株式会社は、それぞ

れ、再々委託先である富士電機株式会

社と日本セック株式会社の販売代理店

である。当該販売代理店の果たしてい

る役割や実際に関与した業務の内容に

よっては、販売代理店の利益分が本事

業の契約金額に不合理な形で上乗せさ

れている可能性がある。 

再委託先と再々委託先の契約金額を

【電気計装設備更新委託(南清掃工

場)】 

 再々委託の状況把握について  

 委託先である株式会社神鋼環境ソリ

ューションは、再委託業者の販売代理

店が再々委託業者を含むものとして再

委託をしており、再委託の業務内容、

販売代理店所在地及び名称、契約金額

の提示を本市に行った。本市も販売代

理店と再々委託業者を一体と把握し、

販売代理店から再々委託業者への契約

金額の提示については求めていなかっ

た。 

令和２年４月に契約金額、販売代理

店の役割や業務内容について聞き取り

調査を行った結果、再委託先の２社は

販売代理店として、それぞれ再々委託

先の契約事務や工程管理を担ってお

り、再々委託業者と実質的に一体とな

って事業を行っていることが確認でき

た。このため、本件については、再委

託及び再々委託することは妥当と判断

した。 

現在は、随意契約ガイドラインに基

づき、再委託及び再々委託の妥当性が



 

 

把握し、販売代理店の果たしている役

割や実際に関与した業務の内容を検討

する必要がある。 

(報告書 １２６頁) 

確認できるよう、再委託業務及び再々

委託業務に係る契約金額及び業務内容

等の把握、再委託業者から再々委託業

者への注文書の確認を徹底している。 

引き続き、再委託及び再々委託の妥

当性について判断できるよう業務内容

の把握等を行っていく。 

 



 

 

１ 特定の事件(令和５年度) 

ＤＸ戦略を踏まえた情報システムの財務事務の執行及び情報セキュリティ等の

管理体制について 

２ 監査対象部局及び団体 

  ＤＸ推進課、広聴広報課、財政課、資産税課、人事・給与課、保育課、子育て

給付課、路政課、政策調査課 

３ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

【パスワードの変更について（政策調

査課）】 

 議会ホームページの管理は、主に

日々の情報更新にかかる部分について

は所管課の担当職員が実施している。

この管理業務を行うためにはパスワー

ドが必要であり、このパスワードは議

会局で１つ用意されているが、かなり

長い期間変更されていない。 

 ホームページの管理は、ＵＲＬ、Ｉ

Ｄ及びパスワードがあれば、どこのイ

ンターネット環境でも可能である。相

模原市の情報セキュリティの規定に従

い、定期的にパスワードを変更するこ

とにより、職員が相模原市の各部署に

年度ごとの人事異動があっても当該パ

スワードが漏洩することがないように

する必要がある。 

 (報告書 １６０頁) 

 

 

【パスワードの変更について（政策調

査課）】 

 議会ホームページシステム管理担当

者が異動した際に、管理用パスワード

変更の操作方法が引き継がれなかった

ため、平成３１年３月末以降、パスワ

ードの更新が行われていなかった。 

 このため、令和５年１２月にパスワ

ード変更の操作方法をホームページの

保守委託業者に確認し、パスワードを

変更するとともに、パスワード変更の

操作方法マニュアルを作成した。 

当該システムは、議会局内の他課職

員もパスワードを利用しており、職員

の人事異動の時期も異なることから、

今後は３か月に１回、システム管理担

当者がパスワードを変更するととも

に、利用する職員に変更内容を周知す

る。 

 


